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第１　はじめに
「発明」は、自然法則を利用した技術的思想の創

作のうち高度のもの（特許法２条１項）とされてお
り、人間（自然人）が行うものであると当然のよう
に考えられてきました。ところが、ＡＩ（Artificial 
Intelligence：人工知能）が発達し、特に生成ＡＩ（大
量に学習させたデータをもとにコンテンツを自動的

に生成することができるＡＩ）が広く利用されるよ
うになってきた現代社会においては、人間が作った
ものと同じような成果物をＡＩが生成できるように
なってきており、発明は人間だけでなくＡＩも行う
ことができるのではないか、ＡＩも「発明者」にな
れるのではないか、という疑問が沸いてきます。今
回検討する東京地裁令和６年５月16日判決（令和５
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